
11月14日は「世界糖尿病デー」です。糖尿病が原
因で亡くなる人を少しでも減らそうと、病気の予防
や治療継続を呼びかけるキャンペーンが世界中で行
われます。キャンペーンでは、一致団結して糖尿病
と闘おうという意味を
こめ、青い円（ブルー
サークル）をシンボル
マークとして用い、シ
ンボルカラーの青色で
歴史的な建造物をライ
トアップする取り組み
もされています。今年
は、大阪城や善光寺な
どがライトアップされ
る予定です。

日本では、11月14日を含む１週間を「全国糖尿病
週間」とし、各地で講演会や健康相談などが行われ
ます。
市民病院でも、11月８日㈫にイベントを開催しま
す。毎年恒例の血糖測定はじめ、新たにラジオ体操
やポールウォーキング体験など、血糖値を下げるた
めに体を動かすコーナーや、口のなかの相談コーナ
ー、動脈硬化の程度がわかる検査などを企画してい
ます。また、糖尿病関連グッズをもらえるスタンプ
ラリーもあります。参加は無料で予約も不要ですの
で、皆さんお誘い合わせのうえ、気軽に参加してく
ださい。
全国糖尿病週間関連行事
とき　11月８日㈫　９時～13時
ところ　市民病院

ハナちゃん通信市 民 病 院
問合せ
市民病院管理課

☎（48）5050

長七は明治９年（1876年）36歳のときに、「長七
たたき」を発明しました。人造石といわれ、それま
でのたたきとは違い、とても丈夫で環境に優しく、
水中で固まるという特性を持っていました。この長
所が堤防や樋門工事に適していたため、大規模な工
事に採用されました。コンクリートの普及により、
役割を終えましたが、アンコールワットの修復など
に使われ、今その価値が見直されています。
長七は晩年、岡崎市にある岩津天満宮を中興し、
大正８年（1919年）にその生涯を閉じました。

高浜市の服部新田、広島県の宇品港、明治用水頭
首工と樋門、名古屋港などの工事、これらの共通点
が何か分かりますか。それは、碧南市新川出身の服
部長七が手がけた工事だということです。彼は大久
保利通や木戸孝允の屋敷工事も手がけています。
長七は、天保11年（1840年）に左官職人の三男と
して生まれました。16歳のときに、一家の大黒柱の
父が亡くなったことで働き
に出ることになり、まんじ
ゅう屋など様々な職を経験
したあと、東京に良水をひ
きたいという願いから「た
たき屋」を始めました。
「たたき」とは、３種類の
材料を混ぜ合わせて作った
固め土のことで、土間の床
などに使われていました。

問合せ　文化財課内市史資料調査室　☎（41）4566

碧南の歴史へのいざない

全国糖尿病週間にあわせて、イベントを開催します

No.30 人物小伝 服部長七

△最晩年の服部長七
（市所蔵）

△青色にライトアップ
された大阪城
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△市役所庁舎北にある長七たたきの小径
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接骨院・整骨院やはり・きゅう、マッサージの施
術を受ける場合、健康保険を使えない場合がありま
す。かかり方を正しく理解し、適正な受診をお願い
します。

接骨院・整骨院は柔道整復師が施術する施設であ
り、医療機関ではありません。そのため健康保険が
使える範囲は限られます。また、施術が長期にわた
る場合は内科的要因も考えられますので、医師にご
相談ください。
○保険が使える施術
・ねんざ、打撲、座礁（肉離れ）
・骨折、脱きゅうの応急手当
・医師の施術同意書がある骨折・脱きゅうの治療
×保険が使えない施術
・疲労や年齢からくる慢性的な肩こりや腰痛、体調
不良
・スポーツ後の筋肉疲労・筋肉痛
・症状の改善がみられない長期の治療
・病院など保険医療機関で治療中の負傷

問合せ　国保年金課国保係

はり・きゅうで健康保険が使えるものは特定の病
気（神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩など）の痛
みなどに限られ、医師の同意書・診断書が必要です。
また、マッサージで健康保険が使えるものは医師よ
り医療上マッサージが有効と認められた場合で、は
り・きゅうと同様に医師の同意書・診断書が必要で
す。

通院するときは療養費支給申請書に記載される負
傷原因、負傷名、日数、金額などを確認し、自筆で
署名してください。また、領収書を保管し医療費通
知で金額や日数の確
認をしてください。
国保年金課から施術
を受けた人へ、施術
日や施術の内容をお
尋ねする場合があり
ます。

国民健康保険からのお知らせ

第３分団を紹介します
私たち第３分団は、棚尾・中山地区を主体に、皆
さんの安心・安全のため、日々活動しています。日
ごろより、活動に対する皆さんのご理解とご協力に
は大変感謝しております。ありがとうございます。
　職種も年齢も様々なため、全員集まることが難し
いときもありますが、お互いが協力し助け合いなが
ら日々の活動に取り組んでいます。
日ごろの活動として、実際の火災現場での消火活
動はもちろんのこと、災害時のための各種訓練や点
検などを行っています。
ときには楽しく、ときには真剣に共に取組むなか
で団結力が生まれ、強いきずなで結ばれた最高の仲
間となりました。

今までの生活に消防団活動が加わることに対し、
大変なイメージや不安しかないと思いますが、実際
は大変ななかにも感動があり、いろいろな意味で刺
激を受け、人として成長するとともに、最高の仲間
を得られます。
現在、操法大会総合優勝２連覇中。ノリに乗って
いる第３分団。仲間と共に更なる地域貢献に努め、
消防団活動に誇りを持ち、皆さんに愛される第３分
団であるよう頑張りますので、これからもよろしく
お願いします。

第３分団　分団長
杉浦秀一さん

接骨院・整骨院など柔道整復師の
施術を受ける人へ

はり・きゅう、マッサージの
施術を受ける人へ

施術内容について
お尋ねすることがあります

問合せ
防災課地域防災係　　
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